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目次 

【ＨＰ掲載分】 

１．「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与」とは何ですか。 

２．なぜこのような書類が届いたのですか。 

３．「お取引目的等の確認のお願い」はどのような法令等に基づいたものですか。 

４．なぜ、金融庁が関係するのですか。 

５．回答は必須ですか。 

６．回答しないとどうなるのですか。 

７．詐欺ではありませんか。 

８．「お取引目的等の確認のお願い」が届いたら、自分の口座に何か疑いがあるということですか。 

９．どのように対象者を選定しているのですか。 

１０．収集した情報はどのように利用されるのでしょうか。 

１１．「お取引目的等のご確認のお願い」は毎年届きますか。 

１２．他行からはこのような書類は届いていないのですが、島根銀行だけ実施しているのですか。 

１３．なぜ、このような細かい情報まで回答する必要があるのですか。 

１４．家族も島根銀行の口座を持っているが自分にだけ「お取引目的等の確認のお願い」が届いたの

ですが、なぜですか。 

１５．何年も島根銀行と取引をしているので、取引内容をみれば回答が不要ではないのですか。 

１６．「お取引目的等の確認のお願い」の送付を停止してもらうことはできますか。 

１７．「お取引目的等のご確認のお願い」を営業店に持ち込んでも良いですか。 

１８．書類や返信用封筒を紛失、破損してしまったが、再送付してもらえますか。 

１９．東京都の「島根銀行お客さま情報確認窓口」宛ての返信用封筒を使用して郵送回答することは

できますか。 

２０.「お取引目的等の確認のお願い」が自分宛てに複数通届いたのですが、なぜですか。また、すべ

てについて回答するのですか。 

２１．「お取引目的等の確認のお願い」について、取引店はどのように見分けるのですか。 

２２．すでに転居している家族の宛名で「お取引目的等のご確認のお願い」が届きました。 

２３．口座を解約したはずですが、「お取引目的等のご確認のお願い」が届いたのはなぜですか。 

２４．「お取引目的等の確認のお願い」の宛名人（口座名義人）が他界しています。どうすればいい

ですか。 

２５．「お取引目的等の確認のお願い」を受領後、郵送回答前に転居したのですが、この書類に新し

い住所等を記載すれば、別途変更手続きは必要ないのですか。 

 

２６．回答方法は何がありますか。 

２７．回答期限に間に合わないが、問題ありませんか。 

２８．記入ミスをしたのですが、訂正印は必要でしょうか。 

２９．成年後見制度等の利用があり、島根銀行へ代理人届を提出しています。代理(代筆）での回答

は可能ですか。 

３０．名義人が自分で回答できません。代理(代筆）での回答はできますか。（代理人届未提出のご高

齢の方など） 
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３１．名義人が自分で回答できません。代理(代筆）での回答はできますか。（17 歳以下の未成年の

方） 

３２．住所や名前が変わっているのですが、変更後の情報で回答すれば良いですか。 

３３．「お取引目的等のご確認のお願い」の記入方法などの問い合わせ先はどこですか。 

３４．「お取引目的等のご確認のお願い」の記入方法を営業店で教えてもらえますか。 

３５．【法人のお客さま】（法人代表者欄、実質的支配者欄について）書類を提出後に転居したのです

が、回答した住所の訂正は必要ですか。 

３６．ＷＥＢ回答しようとすると、「Inactive session」と表示されます。 
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【ＨＰ掲載分】 

ＮＯ お問い合わせ内容 ご回答 

１ 「マネー・ロンダリン

グ及びテロ資金供与」

とは何ですか？ 

「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与」とは、犯罪や不当

な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、

多数の金融機関を転々とさせることで、資金の出所をわから

なくしたりする行為や、テロの実行支援を目的としてテロリ

スト等に資金を渡す行為、及び核兵器などの大量破壊兵器の

拡散に関与する者へ資金を渡す行為を指します。 

２ なぜこのような書類が

届いたのですか。 

当行より、お客さまのお取引目的等をご確認させていただく

ためです。昨今、全国的に振込め詐欺などの預金口座を悪用し

た特殊詐欺が頻発しております。これらの犯罪行為から、お客

さまに引続き安心安全にお取引いただくため、お客さま情報

の確認をさせていただいております。お手数をおかけします

が、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

３ 「お取引目的等の確認

のお願い」はどのよう

な法令等に基づいたも

のですか。 

金融庁が策定・公表した「マネー・ロンダリング及びテロ資金

供与対策に関するガイドライン」等に基づいてお伺いするも

のです。当行を含む金融機関では、お客さまの大切な資産を引

き続きお預かりし、安心安全にお取引を続けていただくため、

お取引目的等のお客さま情報の確認を金融庁より要請されて

います。 

４ なぜ、金融庁が関係す

るのですか。 

当行はじめ、銀行などの金融機関を所管する省庁であるため

です。 

５ 回答は必須ですか。 ご回答はお客さまの任意としておりますが、お客さまの大切

な資産をお預かりし、引続き安心安全にお取引いただくため

の重要な取組みになります。お手数をおかけしますが、出来る

限りご回答をお願いいたします。 

６ 回答しないとどうなる

のですか。 

ご回答いただけない場合、再度郵送または店頭にてご回答を

お願いさせて頂くことがございます。お取引口座については、

ご回答をいただけない場合においても、引き続きお使いいた

だけますが、お客さまに安心安全にお取引いただくための重

要な取組みになります。何卒ご理解いただき、ご回答いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

７ 詐欺ではありません

か。 

詐欺ではございませんのでご安心ください。 

ご心配のようでございましたら、当行のホームページにて本

取り組みについて掲載しております。また、営業店窓口におい

ても封入物と同様のご案内チラシを掲示しております。お手

元に届いた「お取引目的等の確認のお願い」と併せて相違ない

かご確認いただけますようお願いいたします。 
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８ 「お取引目的等の確認

のお願い」が届いたら、

自分の口座に何か疑い

があるということです

か。 

当行が特定のお客さまに対して疑いを持って送らせていただ

くものではございませんのでご安心ください。銀行として、お

客さまの大切な資産を引き続きお預かりし、安心安全にお取

引を続けていただくため、確認させていただいております。今

後ともご協力をお願いいたします。 

９ どのように対象者を選

定しているのですか。 

「お取引目的等の確認のお願い」は原則当行をご利用いただ

いているすべてのお客さまに対し、お取引の内容や状況に応

じて、2023 年 2 月より順次送らせていただいております。 

１０ 収集した情報はどのよ

うに利用されるのでし

ょうか。 

ご回答いただいた情報につきましては、当行のプライバシー

ポリシーに従い、厳重に管理した上で、お客さま情報の更新な

ど利用目的の範囲内で利用させて頂きます。 

１１ 「お取引目的等のご確

認のお願い」は毎年届

きますか。 

必ずしも毎年のご回答を求めるものではございません。お客

さまのお取引の内容や状況に応じて、送付させていただきま

す。ご協力のほどお願いいたします。 

１２ 他行からはこのような

書類は届いていないの

ですが、島根銀行だけ

実施しているのです

か。 

お取引目的等のお客さま情報の確認は、金融庁よりすべての

金融機関に対して要請されているものと認識しております。

しかし、ご依頼文書（「お取引目的等の確認のお願い」）作成等

の具体的な対応は、当行が実施しております。他行の状況につ

いてはわかりかねますが、お客さまの大切な資産を引き続き

お預かりし、安心安全にお取引を続けていただくための重要

な取組みですので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

１３ なぜ、このような細か

い情報まで回答する必

要があるのですか。 

当行では、お客さまの大切な資産を引き続きお預かりし、安心

安全にお取引を続けていただくために必要であると判断した

項目について「お取引目的等の確認のお願い」にてお伺いして

おります。 

１４ 家族も島根銀行の口座

を持っているが自分に

だけ「お取引目的等の

確認のお願い」が届い

たのですが、なぜです

か。 

お取引いただきありがとうございます。ご案内の発送時期や

頻度がお客さまによって異なる為です。なお、原則として、当

行をご利用いただいているすべてのお客さまに対し、お取引

の内容や状況に応じて、2023 年 2 月より順次送らせていただ

いております。 

１５ 何年も島根銀行と取引

をしているので、取引

内容をみれば回答が不

要ではないのですか。 

長年のご愛顧いただきありがとうございます。 

今回のご案内は、原則として、当行をご利用いただいているす

べてのお客さまに対し、順次ご回答をお願いするものです。ご

回答いただいた「お取引目的等の確認のお願い」をもとに、お

客さまに引続き安心安全にお取引いただけるよう、確認を行

ってまいりますので、何卒ご理解のほどお願いいたします。 
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１６ 「お取引目的等の確認

のお願い」の送付を停

止してもらうことはで

きますか。 

今回のご案内は、お客さまに引続き安心安全にお取引いただ

くための重要な取組みであり、誠に申し訳ございませんが、お

申し出によりお止めすることはできません。何卒ご理解のほ

どお願いいたします。 

１７ 「お取引目的等のご確

認のお願い」を営業店

に持ち込んでも良いで

すか。 

営業店でも受付けております。また、同封の返信用封筒につい

てもご利用可能です。(切手は不要です。） 

１８ 書類や返信用封筒を紛

失、破損してしまった

が、再送付してもらえ

ますか。 

営業店にて「お取引目的等の確認のお願い」の再送付依頼を承

っております。 

１９ 東京都の「島根銀行お

客さま情報確認窓口」

宛ての返信用封筒を使

用して郵送回答するこ

とはできますか。 

はい、返信用封筒は引き続きご使用いただけます。 

２０ 「お取引目的等の確認

のお願い」が自分宛て

に複数通届いたのです

が、なぜですか。また、

すべてについて回答す

るのですか。 

複数店舗にて口座お持ちの方には、口座のご利用状況に応じ

て、それぞれの口座に対してお届けしております。お手数をお

かけいたしますが、複数通お受け取りの場合は、それぞれにご

回答くださいますよう、お願いいたします。 

２１ 「お取引目的等の確認

のお願い」について、取

引店はどのように見分

けるのですか？ 

「お取引目的等の確認のお願い」の用紙、欄外左下に記載して

いる店番 3 ケタの数字がお取引店の店番になりますので、ご

確認ください。記載のお取引店の口座についてご回答くださ

い。島根銀行の店舗一覧はこちらです。 

欄外左下の表示例： 

店番 

２０１ 
 

２２ すでに転居している家

族の宛名で「お取引目

的等のご確認のお願

い」が届きました。 

「お取引目的等のご確認のお願い」は、ご本人さまへお渡しい

ただき、現在の状況についてご回答いただくようお願いいた

します。 

なお、「お取引目的等のご確認のお願い」は変更届ではござい

ませんので、お早めに当行への住所変更手続きをしていただ

くよう、ご伝言お願いいたします。 

２３ 口座を解約したはずで

すが、「お取引目的等の

ご確認のお願い」が届

解約手続きを実施した時期により行き違いで送付されること

がございますので、ご容赦ください。なお、ご回答については

不要です。 

https://www.shimagin.co.jp/tenpo_atm/
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いたのはなぜですか。 

２４ 「お取引目的等の確認

のお願い」の宛名人（口

座名義人）が他界して

います。どうすればい

いですか。 

配慮が行き届かず、誠に申し訳ございませんでした。宛名人さ

まが他界されている場合はご回答は不要です。別途、相続のお

手続が必要となりますので、お取引店へお手続のためのご連

絡をお願いいたします。 

２５ 「お取引目的等の確認

のお願い」を受領後、郵

送回答前に転居したの

ですが、この書類に新

しい住所等を記載すれ

ば、別途変更手続きは

必要ないのですか。 

「お取引目的等のご確認のお願い」は変更届ではございませ

ん。ご住所やお名前の変更手続きは、別途営業店窓口等で行っ

ていただく必要があります。なお、「お取引目的等の確認のお

願い」の回答は、お客さまが回答される日を基準に、現在の状

況についてご回答ください。 

２６ 回答方法は何がありま

すか。 

回答方法は郵送回答のみになります。 

郵送回答：「お取引目的等の確認のお願い」をご回答頂き、切

り離さずに同封の返信用封筒に封入いただきご返送お願いし

ます。切手は不要です。 

２７ 回答期限に間に合わな

いが、問題ありません

か。 

回答期限経過後の回答も受付しております。未回答の場合は

お早めにご回答くださいますよう、ご協力のほどお願いいた

します。 

２８ 記入ミスをしたのです

が、訂正印は必要でし

ょうか。 

訂正印は不要でございます。二重線にて抹消の上、ご記入下さ

い。 

２９ 成年後見制度等の利用

があり、島根銀行へ代

理人届を提出していま

す。代理(代筆）での回

答は可能ですか。 

当行へ代理人届の提出を頂いている方でしたら、代理人さま

による回答は可能です。また、成年後見人制度などのご利用

で、当行へお届けをいただいている方については、島根銀行業

務管理グループより、代理人さまへご郵送しております（郵送

回答のみ）。 

３０ 名義人が自分で回答で

きません。代理(代筆）

での回答はできます

か。（代理人届未提出の

ご高齢の方など） 

ご本人さまのご意思に基づくご回答であれば、代理（代筆）に

よる回答も承っておりますが、可能であれば、ご本人さまより

ご回答いただきますようお願いいたします。 

お客さまに安心安全にお取引を続けていただくための、重要

な取組みになりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願

いいたします。 
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３１ 名義人が自分で回答で

きません。代理(代筆）

での回答はできます

か。（17 歳以下の未成年

の方） 

ご本人さまが未成年の場合には、親権者さまよりご回答お願

いいたします。 

３２ 住所や名前が変わって

いるのですが、変更後

の情報で回答すれば良

いですか。 

お客さまが回答される日を基準に、変更後の情報をご回答下

さい。なお、「お取引目的等のご確認のお願い」は変更届では

ございません。お電話番号を含めたご住所やお名前の変更手

続きは、別途営業店窓口等で行っていただく必要があります。 

３３ 「お取引目的等のご確

認のお願い」の記入方

法などの問い合わせ先

はどこですか。 

島根銀行 業務管理グループ 

0852-24-1237 

※フリーダイヤルではございません。 

３４ 「お取引目的等のご確

認のお願い」の記入方

法を営業店で教えても

らえますか。 

営業店および島根銀行業務管理グループにて「お取引目的等

の確認のお願い」の記入方法などのお問い合わせを承ってお

ります。 

３５ 【法人のお客さま】（法

人代表者欄、実質的支

配者欄について）書類

を提出後に転居したの

ですが、回答した住所

の訂正は必要ですか。 

回答後に住所変更されたのでしたら、回答内容の訂正は不要

でございます。 

また、法人代表者さま、実質的支配者さまの情報変更について

は、営業店窓口にて情報の更新を承っております。営業店窓口

で直接お手続ください。 

３６ ＷＥＢ回答しようとす

ると「Inactive 

session」と表示されま

す。 

すでに回答期限を経過しておりますので、ＷＥＢ回答はでき

ません。お手数ですが、書面回答をお願いいたします。 

Ｒ５．２新設 

Ｒ６．３改定 

 


